
令和８年 4 月９日
国土交通省関東地方整備局

江戸川河川事務所

令和８年度 江戸川河川事務所の事業概要
～安全･安心に暮らせる地域のための川づくり～

令和８年度（当初予算）の江戸川河川事務所における事業概要をお知らせします。

利根川水系では、既に顕在化している気候変動に対応すべく、これまで実施してきた河道対策
と、既存ダムの有効活用や中止ダム予定地の活用、砂防施設の整備などの対策を合わせて「令和
の大改修」と銘打ち強力に推進し、治水安全度の早期向上を目指します。

さらに、河川管理施設の老朽化状況、長寿命化計画に基づく施設の機能保全等を図りつつ、保
全限界を迎える施設の効率的な修繕・更新を実施してまいります。

江戸川河川事務所では、以下の５つを柱としてこれらの対策を推進してまいります。

１．流域治水の推進
２．「知る」・「楽しむ」から広げる流域連携
３．インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現
４．地域活性化の推進と良好な河川環境や水辺環境の創出
５．効率化・高度化を目指したインフラ DX の推進
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令和８年度 事業のポイント
✓ 流域治水の推進
気候変動による水災害リスク増大に備え、流域全体の関係者が協働し主体的に治水に
取り組む「流域治水」を推進します。

江戸川を基軸とした取り組み ～江戸川の活用促進と流域治水の推進にむけて～

平常時においては、地域の憩いと賑わいの創出に資する河川空間の利活用を推進
します。また、堤防整備等を計画的に進め、大雨時には洪水を安全に流下させる対策
を着実に推進します。さらに、災害発生時に備え、河川防災ステーションの整備など、
被害の軽減及び早期の復旧・復興に資する対策を推進します。こうした平時からの江
戸川の利活用を基軸として、江戸川を中心とした「流域治水」の実現を図ります。

地域特性を克服し、安全で豊かな流域を実現する
～中川・綾瀬川流域の被害湛水の解消を目指して～

「流域水害対策計画」に基づき、「流域内で貯める対策」と「河川へ排水する対策」・
「排水を受け入れる対策」を流域全体で取り組み、被害湛水の解消を目指します。

✓ 「知る」・「楽しむ」から広げる流域連携
「流域治水」と「地域振興」の相乗効果を期待し、首都圏外郭放水路をはじめとする
「インフラツーリズム」を推進します。

✓ インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現
地域の安全・安心を確保するため、老朽化対策として「江戸川水閘門改築事業」の
本格着工を進めるとともに、堤防、排水機場等の河川管理施設が洪水時に適切に機
能するよう、点検・巡視、整備及び補修を計画的に実施しています。

✓ 地域活性化の推進と良好な河川環境や水辺環境の創出
「葛飾中川かわまちづくり」の推進等により、賑わいのある良好な水辺空間の創出を
目指します。また、生物の生息・生育・繁殖の場を保全・再生・創出するため、多自然
川づくりを一層推進します。

✓ 効率化・高度化を目指したインフラDXの推進
河川に関する様々なデジタルデータを集約・見える化し、自動化等の技術を活用す
ることで河川事業全般の効率化や高度化を推進します。



流域治水の推進

流域治水と地域振興の関係

将来にわたり水害から安全に暮らせる地域づくりを進めるため、流域に関わる関
係者が協力して取り組む「流域治水」を推進しています。併せて、地元自治体と
連携し、地域振興に資する河川空間の利活用にも取り組んでいます。

江戸川、中川・綾瀬川の水の流れ

洪水処理
利水補給
水質汚濁対策

「治水」、「利水」、「水環境」の
観点で放水路や排水機場など
の大規模な施設が地域の生
活を支えています。

※幸手放水路は埼玉県管理

※



令和８年度予算総括表（江戸川河川事務所） （単位:百万円）

7,554 7,392 3,185 1.02

江戸川 5,151 5,742 2,579 0.90

中川・綾瀬川 2,403 1,650 606 1.46

33 43 0 0.77

江戸川 5 5 ― 1.00

中川・綾瀬川 28 38 ― 0.74

3,012 3,187 2,162 0.95

江戸川 2,246 1,611 923 1.39

中川・綾瀬川 766 1,576 1,239 0.49

80 393 484 0.20

江戸川 20 168 412 0.12

中川・綾瀬川 60 225 72 0.27

482 566 317 0.85

北千葉導水路 482 566 317 0.85

11,161 11,581 6,148 0.96

河川別

江戸川 7,422 7,526 3,914 0.99

中川・綾瀬川 3,257 3,489 1,917 0.93

北千葉導水路 482 566 317 0.85

11,161 11,581 6,148 0.96
※上記のほか、諸費等があります。
※各合計値は、それぞれ百万円未満を四捨五入しているため、端数において一致しないものがあります。

Ｒ７年度
（補正）

Ｒ８年度
予算額

Ｒ７年度
（当初）

Ｒ７年度
（補正）

当初予算
比較

（Ｒ８/Ｒ７)
河川改修費
（河川都市基盤整備事業費含む）

当初予算
比較

（Ｒ８/Ｒ７)

Ｒ８年度
予算額

Ｒ７年度
（当初）

合計

総合水系環境整備費

河川維持修繕費

河川工作物応急対策費

堰堤維持費

合計



令和８年度予算 主な実施箇所 位置図＜江戸川、中川・綾瀬川＞

埼玉県

茨城県

中川

N

25k

利
根
運
河

茨城県

40k

⑦堤防等の河川管理施設の維持管理

①江戸川特定構造物改築事業（江戸川水閘門）

②首都圏氾濫区域堤防強化対策

⑤中川・綾瀬川
緊急流域治水プロジェクト

③江戸川堤防整備

都県境

区市町境

管理区間

事業実施箇所

千葉県

④超過洪水対策
（高規格堤防整備）

⑥河川防災ステーション整備

東京都

東京湾



東京都江戸川区、千葉県市川市

２．事業内容

令和１５年度の新水閘門の完成を目指し、引き続き水門改築（Ⅰ期工事）、及び

機械設備工事を進めてまいります。

えどがわ いちかわ

１．事業概要

江戸川水閘門は竣工後８０年以上経過し、

老朽化が進みゲート操作に支障となる不具

合が多発しています。

洪水時にゲート操作が不能となった場合、

せき上げにより上流の水位が上昇し、氾濫の

危険性が高まります。

そのため、江戸川水閘門の全面的な改築

を行います。

航空写真（江戸川区東篠崎町地先、

市川市河原地先）

ひがししのざきまち

かわら 整備イメージ（江戸川水閘門）

新水門

新閘門

現閘門
（撤去・埋戻）

いちかわ

特定構造物改築事業

江戸川水閘門
え ど が わ す い こ う も ん

位置図

とくていこうぞうぶつかいちくじぎょう

江戸川水閘門

現水門現閘門

江戸川河口出張所

旧
江
戸
川→

新水閘門

千葉県
市川市

東京都
江戸川区

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

① 江戸川
え ど が わ

特定
と く て い

構造物
こうぞうぶつ

改築
か いちく

事業
じ ぎ ょ う

(江戸
え ど

川水
がわすい

閘門
こ う も ん

)



１．事業概要

江戸川の右岸堤防がひとたび決壊すれば、その

氾濫は埼玉県内だけでなく東京都まで達し、首都

圏が壊滅的な被害を受ける恐れがあります。

このような被害が発生する恐れのある区間に

おいて、堤防断面拡大工法による堤防強化対策を

実施し、治水安全度の向上を図ります。

２．事業内容

埼玉県松伏町 （金杉地区）で道路付替を行います。

② 首都圏
し ゅ と け ん

氾濫
はんらん

区域
く い き

堤防
ていぼう

強化
き ょ う か

対策
た い さ く

埼玉県松伏町
ま つ ぶ し

堤防強化対策

位置図

かな すぎ

断面図

HWL

道路付替

埼玉県吉川市

埼玉県松伏町

埼玉県松伏町

千葉県野田市

39.5K。

40.0K
。

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

道路付替



２．事業内容

中野台地先では、堤防整備（樋管改築、盛土）

を行います。

南地先では、堤防整備（盛土）を行います。

千葉県野田市
の だ

小
貝
川茨城県

東京都

埼玉県

千葉県

さいたま市

千葉市

霞ヶ浦

位置図

江戸川堤防整備

１．事業概要

江戸川の堤防では、洪水に耐えるための断面

（大きさ）が不足している箇所があり、堤防整備

等を順次実施しています。

千葉県野田市（中野台地先）、流山市（南地

先）で堤防整備を実施し、治水安全度の向上を

図ります。

な か の だ い み な み

横断図

▽

▽

盛土

樋管改築
地盤改良

HWL

▽

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

野田橋

埼玉県
吉川市

千葉県
野田市

埼玉県
松伏町

。 39.0K

38.5K。

。 39.5K

。 38.0K

。 37.5K

③ 江戸川
え ど が わ

堤防
ていぼう

整備
せ い び



１．事業概要

江戸川下流部は低平地が広がっているため、

計画規模を上回る洪水が発生し堤防が決壊した

場合、甚大な被害が発生します。

このため、まちづくりと一体となって計画規模を

上回る洪水に対して決壊しない堤防である高規格

堤防（江戸川区篠崎公園地区、市川市高谷Ⅱ期

地区）を整備します。

東京都江戸川区、千葉県市川市
え ど が わ

し の ざ き こ う え ん こ う や

２．事業内容

令和１４年度の篠崎公園地区の完成を目指し、

盛土・地盤改良等を行います。

令和１２年度の高谷Ⅱ期地区の完成を目指し、

地盤改良等を行います。

超過洪水対策（高規格堤防整備）

位置図

いちかわ

江戸川 →

東京都
江戸川区

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

篠崎公園

航空写真（江戸川区上篠崎一丁目地先）
かみしのざき

盛土

地盤改良・箱型函渠

用地買収

④ 超過
ち ょ う か

洪水
こうずい

対策
た い さ く

（高規格
こ う き か く

堤防
ていぼう

整備
せ い び

）

断面図

盛土

HWL

地盤改良

箱型函渠



２．事業内容

令和１２年度のプロジェクト完成を目指し、大瀬地先では、鳥内排水樋管の

改築、及び堤防整備を行います。境木地先、戸ヶ崎地先、及び吉川地先では、

堤防整備を行います。八条地先では、堤防整備(用地補償)を行います。

埼玉県八潮市、三郷市、吉川市
やしお みさと よしかわ

さ か い ぎ

小
貝
川茨城県

東京都

埼玉県

千葉県

さいたま市

千葉市

霞ヶ浦

中川堤防整備等

位置図

お お せ

と が さ き よ し か わ

は ち じ ょ う

横断図 築堤

樋管改築

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

航空写真（八潮市大瀬地先）
お お せ

用地補償

堤防整備

天端舗装

堤防整備

鳥内樋管

低水護岸

⑤ 中川
なかがわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

緊急
きんきゅう

流域
りゅういき

治水
ち す い

プロジェクト

１．事業概要

令和５年６月大雨（台風第２号）により甚大な浸

水被害が発生した中川・綾瀬川流域の埼玉県下流

部では、早期に内水被害の軽減を図るため、国・埼

玉県・関係市町が連携し「中川・綾瀬川緊急流域治

水プロジェクト」をとりまとめました。

浸水被害の大幅な軽減を図るため、「堤防整備」

や「排水能力の強化」など、洪水氾濫対策の加速化

を図ります。

埼玉県
八潮市

埼玉県
三郷市



２．事業内容

令和１２年度のプロジェクト完成を目指し、引き続き鶴ケ曽根地先では、

八潮排水機場増強を行います。

【機場断面図】
上屋

八潮水門

中川

八潮排水機場埼玉県
八潮市

埼玉県
八潮市

航空写真（八潮市鶴ケ曽根地先）
つ る が そ ね

埼玉県八潮市
や し お

⑤ 中川
なかがわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

緊急
きんきゅう

流域
りゅういき

治水
ち す い

プロジェクト

小
貝
川茨城県

東京都

埼玉県

千葉県

さいたま市

千葉市

霞ヶ浦

八潮排水機場増強

位置図

つ る が そ ね

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

１．事業概要

令和５年６月大雨（台風第２号）により甚大な浸

水被害が発生した中川・綾瀬川流域の埼玉県下流

部では、早期に内水被害の軽減を図るため、国・埼

玉県・関係市町が連携し「中川・綾瀬川緊急流域治

水プロジェクト」をとりまとめました。

浸水被害の大幅な軽減を図るため、「堤防整備」

や「排水能力の強化」など、洪水氾濫対策の加速化

を図ります。



１．事業概要

災害時に緊急復旧に必要な資材の備蓄・

ヘリポート・水防センター等を配備した河川

防災ステーションを整備します。

２．事業内容

吉川市鍋小路河川防災ステーションでは、

整備（基盤盛土、道路付替等）を行います。

埼玉県吉川市
よしかわ

河川防災ステーション整備

な べ こ う じ

位置図

凡例

令和７年度まで

令和８年度当初

令和９年度以降

36.5K 。

。

◎

◎

埼玉県
吉川市

千葉県
野田市

35.5K

基盤盛土

道路付替

航空写真(吉川市鍋小路地先)
なべこうじ

⑥ 河川
か せ ん

防災
ぼうさい

ステーション整備
せ い び

令和６年時点

イメージパース



茨城県

東京都

埼玉県

千葉県

さいたま市

千葉市

位置図

首都圏外郭
放水路

坂川
（北千葉導水路）

堤防除草
（堤防の異常を発見しやすくするため）

排水機場原動機の更新

堤防点検

電気・通信設備の点検･整備

東京都･埼玉県･千葉県･茨城県

１．事業概要

管理している江戸川、中川、綾瀬川等の河

川管理施設（堤防、樋管、排水機場など）が本

来の機能を確実に発揮し続けられるよう、計

画的な修繕を進めるとともに、新技術の導入

にも積極的に取り組み、より安全で信頼性の

高い施設へと更新していきます。

２．事業内容

河川管理施設の点検、整備、維持修繕、

健全性の確認を行います。

⑦ 堤防
ていぼう

等
と う

の河川
か せ ん

管理
か ん り

施設
し せ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

修繕前 修繕後


